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〔評価方法の計算式の概要〕

×　 Ｂ
＋３×

C 
＋
D ×斟酌率*×────────＝評価額

※斟酌率…大会社＝0.7、中会社＝0.6、小会社＝0.5

Ｂ→類似業種の配当金額 ○B →評価会社の配当金額
Ｃ→　　〃　　利益金額 ○C →　　〃　　利益金額
Ｄ→　　〃　　純資産価額 ○D →　　〃　　純資産価額
※全て１株 (50円額面換算）当たりの金額

類似業種
の株価Ａ

○B ○Ｃ ○D

─────────
5

１株当り資本金等額
50円（ ）

類似業種比準価額×Ｌ＋純資産価額× (１－Ｌ）＝評価額
※Ｌの割合は中会社の大は0.90・中会社の中は0.75・中会社の小は0.60・
小会社は0.50
「年配当」 「年利益」 「純資産」のうち２要素が０の会社は0.25

年配当金額
×
１株当たりの資本金等額

＝ 評価額────── ────────────
10％　　　　　　 50円

※年配当金額は最低２円50銭 (１株を50円として）
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併用方式

配当還元価額

純資産価額

S1＝所有する株式等とその株式等に係る受取配当収入がないものとした場
合のその株式を原則的評価方法により評価した金額

S2＝所有する株式等のみを純資産価額により評価した金額

S1＋S2方式


